
過重労働対策 ～皆で助け合い業務過多・過重労働を防ぐ～

2023年9月の重点目標

過重労働による健康障害

時間外労働

削減

毎週水曜日

NO残業DAY

社員同士声掛け

業務過多見直し

有給休暇

取得促進

取得声掛け

有給取得率76％

→目標80％へ

心身共に

リフレッシュ

健康管理

徹底

健康診断後、必要な

情報提供、面談

再検査通院等で

自身の健康管理維持

過重労働は、心身共に疲労蓄積し、健康障害を引き起こします。

未然に防ぐ為に、会社・社員が協力して出来る事！
当社は、社員が健康で生き

生きと安心して働けるよう、
引き続き取り組んで行きま
す！

まわりで業務過多や過重労
働になっていないか、皆で声
を掛け合いましょう！！

 
  

出典：独立行政法人労働安全衛生総合研究所「長時間労働者の健康ガイド」・厚生労働省「過重労働による健康被害を防ぐために」(最終ｱｸｾｽR5.8.18）

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2012_01/Health_Problems_due_to_Long_Working_Hours.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553570.pdf
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